
第1回建築審査会
（令和６年５月２１日）



建築基準法（抜粋）
（仮設建築物に対する制限の緩和）
第８５条第６項
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十
号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期
間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七
条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定
は、適用しない。

第８５条第７項
特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要が
ある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項
の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。この場合におい
ては、同項後段の規定を準用する。
第８５条第８項
特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじ
め、建築審査会の同意を得なければならない。

建築基準法施行令（抜粋）
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第１４７条
法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若
しくは第七項の規定による許可を受けた建築物については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四
十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の
二の三、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第四
十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。

０１

参考条文



０２

概要書



０３

理由書



付近見取図
（広域）

０４

第6-1号から3号

（堺第一西、堺第一中央、
堺第一東）

第6-4号
（堺第二）

堺泉北港



０５

付近見取図

第6-1号
（堺第一西）

堺泉北港



０６

付近見取図

堺泉北港

第6-2号
（堺第一中央）



０７

付近見取図

堺泉北港

第6-3号
（堺第一東）



０８

付近見取図

堺泉北港

第6-4号
（堺第二）



０９

用途地域色分図

第6-1号
（堺第一西）



１０

用途地域色分図

第6-2号
（堺第一中央）



１１

用途地域色分図

第6-3号
（堺第一東）



１２

用途地域色分図

第6-4号
（堺第二）



１３

建築物用途色分図

第6-1号
（堺第一西）



１４

建築物用途色分図

第6-2号
（堺第一中央）



１５

建築物用途色分図

第6-3号
（堺第一東）



１６

建築物用途色分図

第6-4号
（堺第二）



１７

敷地現況図

第6-1号
（堺第一西）



１８

敷地現況図

第6-2号
（堺第一中央）



１９

敷地現況図

第6-3号
（堺第一東）



２０

敷地現況図

第6-4号
（堺第二）



２１

配置図

①管理運営施設
②女性トイレ
③女性トイレ
④女性トイレ
⑤男性トイレ
⑥男性トイレ
⑦バリアフリートイレ
⑧バス停留所上屋
⑨バス停留所上屋

②～④

⑤～⑦⑧・⑨

①

第6-1号
（堺第一西）



２２

配置図

①バス停留所上屋
②バス停留所上屋

①・②

第6-2号
（堺第一中央）



２３

配置図

⑤・⑥

第6-3号
（堺第一東）

①～④

①男性トイレ
②女性トイレ
③女性トイレ
④バリアフリートイレ
⑤バス停留所上屋
⑥バス停留所上屋



２４

配置図

①管理運営施設 ⑤バリアフリートイレ
②女性トイレ ⑥バス停留所上屋
③女性トイレ ⑦バス停留所上屋
④男性トイレ ⑧バス停留所上屋

⑧

①

②～④

⑤ ⑥ ⑦

第6-4号
（堺第二）



２５

管理運営施設
（平面図）

第6-1号
（堺第一西）



２６

管理運営施設
（立面図）

第6-1号
（堺第一西）



２７

管理運営施設
（平面図）

第6-4号
（堺第二）



２８

管理運営施設
（立面図）

第6-4号
（堺第二）



２９

男性・女性トイレ
（平面図・立面図）

男性トイレ

平面図 平面図

東側立面図 北側立面図 東側立面図 北側立面図

女性トイレ

各申請共通



３０

バリアフリートイレ
（平面図・立面図）

平面図

西側立面図 南側立面図 各申請共通



３１

バス停留所上屋
（平面図・立面図）

平面図

南側立面図 西側立面図

各申請共通



３２

現況写真

②
③

①

第6-1号
（堺第一西）

① ② ③



３３

現況写真

第6-2号
（堺第一中央）

②
③①

① ② ③



３４

現況写真

第6-3号
（堺第一東）② ③①

① ② ③



３５

現況写真

第6-4号
（堺第二）

② ③①

① ② ③



３６

透視図

第6-1号
（堺第一西）



３７

透視図

第6-2号
（堺第一中央）



３８

透視図

第6-3号
（堺第一東）



３９

透視図

第6-4号
（堺第二）



建築基準法
（仮設建築物に対する制限の緩和）
第８５条第６項
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十
号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期
間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七
条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定
は、適用しない。

第８５条第７項
特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要が
ある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項
の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。この場合におい
ては、同項後段の規定を準用する。

第８５条第８項
特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじ
め、建築審査会の同意を得なければならない。

建築基準法施行令
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第１４７条
法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若
しくは第七項の規定による許可を受けた建築物については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四
十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の
二の三、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設等については、第四十一条
から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。

４０

参考条文



４１

緩和項目一覧

条項 標題 緩和対象

法第22条 屋根 バス停留所上屋（屋根） 【各申請共通】

法第37条 建築材料の品質
バス停留所上屋（主要構造部） 【各申請共通】
管理運営施設（基礎） 【堺第一西および堺第二】

法第3章
（第43条）

敷地等と道路
との関係

敷地 【各申請共通】

令第3章8節 構造計算 管理運営施設 【堺第一西】



４２

緩和項目
法第22条

建築基準法（抜粋）
(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある
建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために
屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に
適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたも
のとしなければならない。

条項 標題 緩和対象

法第22条 屋根
バス停留所上屋

（屋根）

（要約） 屋根を不燃材料等とする必要がある

設計者所見

法第22 条（屋根）
申請地周辺には十分な空地が確保されており、且つ存続期間の限
定的な建築物につき火の粉による火災の発生は低いと考える。

各申請共通



４３

緩和項目
法第37条

建築基準法（抜粋）
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定め
る部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、次の
各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に
適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生
上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたも
の

条項 標題 緩和対象

法第37条 建築材料の品質
バス停留所上屋
（主要構造部）

（要約） 建築材料は日本産業規格（JIS）等とする必要がある

設計者所見

法第37 条（主要構造部）アルミニウム合金の材料について
当該建物の主要構造に使用している材料は、海外輸入品で欧州規格（ＥＮ規格）
で証明されたものを使用している。 法第37条では建築物の主要構造部には日本産業
規格（ＪＩＳ）に適合するものとあり、当該建物に使用する材料については、比較検
討及び文献より、ＪＩＳ品に適合していることを設計者として判断した。

各申請共通



４４

緩和項目
法第37条

建築基準法（抜粋）
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定め
る部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、次の
各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に
適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生
上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたも
の

条項 標題 緩和対象

法第37条 建築材料の品質
管理運営施設

（基礎）

設計者所見

法第37 条（基礎：敷き鉄板）
サムスチールチェッカーにより、JIS（SS400）同等の化学成分と確認
できたものを受け入れる。

（要約） 建築材料は日本産業規格（JIS）等とする必要がある

堺第一西およ
び堺第二



４５

緩和項目
法第43条

建築基準法（抜粋）

(敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。

条項 標題 緩和対象

法第43条 敷地等と道路との関係 敷地

設計者所見

法第43 条

計画は駐車場の一角に設けるもので物理的形態として道路までの避

難経路は確保できている。

各申請共通



４６

緩和項目
令第3章8節

条項 標題 緩和対象

令第3章8節 構造計算 管理運営施設

設計者所見

令第3章第8設（構造計算）

構造耐力上の安全性については、法第 20 条第 1 項第三号イ前

段の技術的基準に適合していること及び令第 81 条第 3 項に定め

る基準を準用した構造計算により確認している。

建築基準法施行令（抜粋）

第三章 第八節 構造計算

第一款 総則

第一款の二 保有水平耐力計算

第一款の三 限界耐力計算

第一款の四 許容応力度等計算

第二款 荷重及び外力

第三款 許容応力度

第四款 材料強度

第6-1号
（堺第一西）



４７

特定行政庁
所見

条文 支障のない理由

法第22条

（バス停上屋：屋根）
周辺に建築物はなく飛び火等による火災の延焼の恐れが無い

法第37条

（管理運営施設：基礎）

基礎の敷き鉄板についてJIS同等品のみを受け入れることを設計者により

明記されている

法第37条

（バス停上屋：主要構造部）
主要構造部のアルミ合金造についてJIS同等であることが確認されている

法第43条

（敷地）
周辺敷地は開放されており、道路までの避難経路は確保されている

令第3章第8節

（管理運営施設）

令第3章第8節に定める構造計算が行われていることが設計者により明

記されていること、および当該確認申請を降ろす指定確認検査機関㈱J

建築検査センターにて構造審査を行う旨、当該機関担当者に確認済。

許可通知書にて法第20条（構造耐力）の確認を要す旨を記載予定



調査意見

本申請は、2025年日本国際博覧会堺地区会場外駐車場等建築物の賃貸借工事に

おいて、万博期間中に使用する管理運営施設、バス停留所上屋、公衆便所についての

申請である。

当該施設は、万博開催期間（準備および解体期間含む）に来場者が会場までアクセ

スするにあたり、自家用車を使用した来場者をシャトルバスにて会場まで運送するためのも

のである。設置期間として１年を超えて使用する必要があるため、建築基準法第８５条

第７項にて建築審査会の同意および許可を受けて、建築したいとのことである。

緩和内容については、前頁のとおりであり、本申請の計画であれば、安全上、防火上及

び衛生上支障はなく、許可について支障はないと認められる。

４８

調査意見

file://Svnas01/file0142/建築安全課/▲指導係/建築審査会/●平成26年度　議案・報告/第１回審査会（4月28日）/議案第1号【56条の2】（ﾊﾋﾟﾈｽ金岡）/議案概要書_2.pdf


建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条
第２項第２号一括同意基準に
よ る 許 可 物 件

報 告

令和 ６ 年度 第１回建築審査会



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可物件）

報 告 番 号 第 ６－１ 号 第 ６－２ 号 第 ６－３ 号

申
請
地

申 請 者 ―
株式会社エスフォーライフ
代表取締役 和田 聡

―

敷地の位置 西区草部８０３－３の一部 西区上野芝町４丁５４７番１７号
西区上野芝町１丁１００８番２０
及び１００８番２１

用 途 地 域 工業地域 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域

建
築
物
の
概
要

建築物の用途 一戸建ての住宅 一戸建の住宅 一戸建ての住宅

敷 地 面 積 １３４．６８㎡ ８３．８１㎡ １２８．８３㎡

建 築 面 積 ８０．５３㎡ ４４．５５㎡ ５１．１２㎡

延 べ 面 積 １４９．２６㎡ ８３．０２㎡ ７０．９６㎡

構 造 木 造 木 造 木 造

階 数 ２ ２ ２

高 さ ６．９８７ｍ ７．５９６ｍ ６．０５０ｍ

空
地
等
の
概
要

空地の種類 道路状空地 道路状空地 道路状空地

空地等の幅員（現況幅員） １．９６～４．００ｍ ３．９９ｍ ３．５５ｍ～４．００ｍ

協定幅員 １．９６～４．００ｍ ３．９９ｍ～４．００ｍ ３．５５ｍ～４．００ｍ

既設建物経過年数 ５８年 ４６年 ４８年

許
可
内
容

許可年月日 令和 ６ 年 ３月１８日 令和 ６ 年 ４月１７日 令和 ６ 年 ５月 ７日

許 可 番 号 堺宅地第Ｘ－14号 堺建安第Ｘ－１号 堺建安第Ｘ－２号

一括同意基準 カ号 該当 カ号 該当 カ号 該当

備 考



一括同意基準 カ 号



第１号 西区草部



第１号 西区草部（申請地位置図）

申請地



第１号 西区草部（申請地配置図）

⓷

⓵



第１号 西区草部 写真 南側市道南より ①



第１号 西区草部 写真 協定通路南西より ②



第１号 西区草部 写真 協定通路中央部より ③



第１号 西区草部 写真 申請地 ④



第２号 西区上野芝４丁



第２号 西区上野芝町４丁（申請地位置図）

申請地



西区上野芝町４丁（申請地配置図）

⓶



第２号 西区上野芝町４丁 写真 西側市道北より ①



第２号 西区上野芝町４丁 写真 西側市道南より ②



第２号 西区上野芝町 写真 西側市道西より ③



第２号 西区上野芝町４丁 写真 申請地 ③



第３号 西区上野芝１丁



第３号 西区上野芝町１丁（申請地位置図）

申請地



第３号 西区上野芝町１丁（申請地配置図）



第３号 西区上野芝町１丁 写真 南側市道西より ①



第３号 西区上野芝町１丁 写真 南側市道東側より ②



第３号 西区上野芝町１丁 写真 南側市道南より ③



第３号 西区上野芝町１丁 写真 協定通路終端 ④



第３号 西区上野芝町１丁 写真 協定通路終端 ⑤


